
　　　　　手塚　祐一

　　③　高齢者、障害者等が公共交通機関を利用して移動するために必要となる乗降についての介助、
　　　旅客施設における誘導その他の支援

対　策
現行計画の内容

（計画対象期間及び事業の主な内容）
前年度の実施状況

・乗務員に対す
る乗降支援の研
修（乗降介助訓
練）

・交通誘導員の
配置

・事故防止研修時に障害者に対する乗降訓練を実施する。

・工事期間中の営業時間内について，交通誘導員を配置す
ることで，安全な経路に適切に誘導する。

・乗務員を対象に市
内の聾学校より講師
を招き，聴覚障害者
への理解と乗降支援
等の訓練を実施し
た。
・十字街電停安全地
帯改良工事および末
広町電停改良工事に
おいて実施した。

　　②　軌道停留場を使用した役務の提供の方法に関し法第八条第二項及び第三項の主務省令で定める
　　　基準を遵守するために必要な措置

対　策
現行計画の内容

（計画対象期間及び事業の主な内容）
前年度の実施状況

・高齢者，障害
者に対する乗降
介助訓練の実施

・高齢者，障害者等の乗降支援の方法に関する教育訓練を
継続的に実施する。

・乗務員を対象に市
内の聾学校より講師
を招き，聴覚障害者
への理解と乗降支援
等の訓練を実施し
た。

対象となる軌道
停留場

現行計画の内容
（計画対象期間及び事業の主な内容）

前年度の実施状況

・十字街電停

・末広町電停

・2024年度末までに，電停の有効幅員を1.5ｍに拡幅し，
スロープを設置する。

・十字街電停安全地
帯改良工事を行い,視
覚障害者用ブロッ
ク・スロープを設置
した。
・末広町電停改良工
事を行い，スロープ
を設置し，段差の解
消のみを行った。

　　①　軌道停留場を公共交通移動等円滑化基準に適合させるために必要な措置

第４号様式（日本産業規格Ａ列４番）

移動等円滑化取組報告書（軌道停留場）

（令和６年度）

　　 住　　所　北海道函館市末広町５番１４号
　　　　　　　 
　 　事業者名　函館市企業局
　　 代表者名　函館市公営企業管理者　企業局長

高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律第９条の５の規定に基づき、次のとおり報告します。

Ⅰ　前年度の移動等円滑化取組計画書の内容の実施状況

　（１）移動等円滑化に関する措置の実施状況



　（３）報告書の公表方法

　（２）移動等円滑化の促進を達成するために（１）と併せて講ずべき措置の実施状況

取り扱う部署について
・移動等円滑化取組報告書（軌道停留場）については，施設課線路担当が主管を務めている。

インターネットの利用（ＨＰに掲載）

　（４）その他

　　⑥　高齢者、障害者等が高齢者障害者等用施設等を円滑に利用するために必要となる適正な配慮に
　　　ついての軌道停留場の利用者に対する広報活動及び啓発活動

対　策
現行計画の内容

（計画対象期間及び事業の主な内容）
前年度の実施状況

インターネット
によるバリアフ
リー情報「らく
らくおでかけネ
ット」の活用

・旅客施設等の利用者に対する情報提供の内容を更新
・情報提供内容の確
認を行った。

　　⑤　移動等円滑化を図るために必要な教育訓練

対　策
現行計画の内容

（計画対象期間及び事業の主な内容）
前年度の実施状況

・乗務員に対す
る乗降支援の研
修

・障害者（聴覚障害者）の乗降支援について研修を行う。

・乗務員を対象に市
内の聾学校より講師
を招き，聴覚障害者
への理解と乗降支援
等の訓練を実施し
た。

　　④　高齢者、障害者等が公共交通機関を利用して移動するために必要となる情報の提供

対　策
現行計画の内容

（計画対象期間及び事業の主な内容）
前年度の実施状況

該当なし


